
21　広報西ノ島 8月号

お知らせ

ごみを出すときはルールを守って出しましょう！

Ｕ・Ｉターン者の新規就業にかかる費用を助成します！

Ｕ・Ｉターン者の増加と雇用者確保を図るため、町内に新規就業者として移住しよう
とする方の移住にかかる負担を軽減するために、就業支援補助金を交付します。

次のすべてに該当する方が支給対象となります。ただし、公務員及びその世帯員、西ノ島町及び他
団体から当該補助金に関する他の補助金の交付を受けている方は除きます。

① 町内に移住する者
② 西ノ島町内に事業所を有する法人において正規職員として従事する者
③ 事業所の転勤による転入及び季節労働、実習又は研修等により一時的に転入したものでない者
④ 転入後２ヶ月以内に就労し、かつ、３ヵ月以上継続して就労している者

交付対象者

交付内容

項　　目 助成対象経費等

１．引越し費用 荷造り及び運送に要した実費の半額を補助（上限 10 万円）

２．車両運送費用 自家用車のフェリー航送に要した実費を補助（上限 2 万円）

３．家電購入取付費用 町内の販売店で購入又は取付した実費の 1/5 を補助（上限 5 万円）

申請手続き
申請書及び就労証明書に必要事項をご記入のうえ、領収書を添付して観光定住課にて手続きして下
さい。各種必要書類は観光定住課にて受け取れます。

事業所の方へ
事業所の方は、正規雇用に伴い移住する方に制度の概要をお伝えいただき、領収書の保管を依頼し
て下さいますようご協力をお願いします。

お問い合わせ先：西ノ島町役場 観光定住課（電話：08514 - 6 - 1257）

Ｕ・Ｉターン者就業支援補助金

お問い合わせ先：ごみ焼却場「清美苑」（電話：08514 - 6 - 1338）
西ノ島町役場 環境整備課（電話：08514 - 6 - 1748）

最近、複数のごみステーションで、指定ごみ袋に入っていなかったり、収集日ではない日に出されたり、
きちんと分別されていないごみなどが度々見られるようになっています。このようなごみは、
収集せず、指定された方法で出しなおしていただくことになります。

収集できなかったごみがあると、不快に思われる方がいるだけでなく、鳥獣に荒らされたり、
夏場は特に悪臭の原因にもなったりするため、周辺住民の生活環境にも影響します。

ごみ出しの方法は、「ごみ分別ガイドブック」や「ごみ収集年間カレンダー」に記載
しております。ごみ出しの際には、ルールを守って行っていただきますよう、皆様のご
理解とご協力をお願いいたします。ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わ
せください。

西ノ島町
へ

移住をさ
れる方

�¿�C
b�Ê�a �� �D�ø�y 20

�¥ �÷ �ä�¶

�†�O
ì	��x �¢� �ç�µ �p�b�{ 
� �p�x �K�“�‡�d�œ�{
�\�œ�s�Ì�\�f�z�°�•�‚�A�`�o�z �¢� �ç�µ �t �'�j	‰�j�‡�`�•�O�‚

�ß�t�s �”�T�’�z
�y�
��è�w�ò
›	��t�x�s�“ �h�X�s�M�‚

�r�\�f�\�w�i

�•�i�•�U

�N�q�T�’�<�ó�o�V�o�”� �̂h�M�i�g�Ð�ò
›�s�œ�T� �̀h�’�Ï
�y�y

�ç�™�–�¦�è � �̂ �̂•�j�ô�O�‚


��V�™�Ý

�›
�ô�X

�Ë�j�Ï

�y�y
	E
� �̂‘�M


b�Ê�a�Ê

�t� �̀‡� �̀ö�O�‚

	ý���¯�é�Æ�¢� �ç�µ�t�x�z�m�‹�U�ò
›�b�”�D�ó
Q�U�K�“�‡�b�{

�`�T�`�z�\�w�‘�O�s�ß�é�•�>�Ë�j�U�K�”�q�z�)���›	!�Z�”�w�UÏ�X�s�“�z�ä�•�•�U�K�l

�o�‹	!
�›�h�Š�’�M�z�A�L�q�`�o�¢� �ç�µ�w�¦�„�t�m�s�U�l�o�`�‡�M�‡�b�{

�¬	ý���¯�é�Æ�¢� �ç�µ�t���b�”
��V	õ�•�w
ì�Š
í�±�
�a��
��V��C�·�ï�»�”�� �� �x�����������µ�����µ�������
�O�¿�Á�®�ˆ�œ�s�w
��V����j��̄��x�����������µ�������µ����

b�Ê�a�Ê�þ	Ô���Ê�½�]�� �� �x������������µ���µ�������

�¿�C
b�Ê�a �� �D�ø�y

(K�¬�ù�R�‚�O
�
��V����C
*
��·�ï�»�”

	ý�¿�÷�•� �8�™�w���æ�¬�½���w�b�;�t�m�M�o

�y	ý�¿�÷�•� �8�™�x���æ�¬�½���t	×�±�b�”	ì�»�U�M�s�X�s�”�\�q�T�’�z�¤���¬�½���U�'�ÿ	!Ç�›�z
b�Ê�a�Ê
��«� �q�UO4�w	!�Z�I�`�›�æ�O�\�q�t�s�“�‡�b�{�“�A�x�<�G�w�q�S�“�p�b�{

�S�ð�M�ù�˜�d
Œ�•
b�Ê�a�Ê�q�¤���¬�½���¢�?�é�•���������������������������������£

�Ô���ª
ƒ�'�ÿ

�Ô���òÇ	{C�æ�z�b�;�‰�Ã	)

�¤���¬�½��
�U�æ�O�\�q


b�Ê�a�Ê��«� �q
�U�æ�O�\�q

�Ô���b�;
�
e	{�w	!Ç

�Ô��O4�w	!�Z�I�`

�y	ý�¿�÷�•� �8�™�x���æ�¬�½���t	×�±�b�”	ì�»�U�M�s�X�s�”�\�q�T�’�z�¤���¬�½���U�'�ÿ	!Ç�›�z
b�Ê�a�Ê
��«� �q�UO4�w	!�Z�I�`�›�æ�O�\�q�t�s�“�‡�b�{�“�A�x�<�G�w�q�S�“�p�b�{

� b � ; � w � v � •

/£ /£ /£

b�Ê�a�Ê��«� �q�t�o�d�›
	��“	!�Z�z�b�;	��Š
��U��
�æ�¬�½���›�‰	ã�`�o�b�;

�b�;
²

O4�›	��“�”

�¤���¬�½���t�ª
ƒ�'�ÿ
�x ��������������������������������

�ª
ƒ�'�ÿ

�b�;�™�z�b�;	��Š
��U���æ
�¬�½���›�ª	ã�`�z
b�Ê�a�Ê
��«� �q�•�d�›�&�k

�b�;�™

O4�›�&�b

�b�;�™�z�b�;	��Š
��U���æ

�òÇ	{

�™�Ô�z�¤���¬�½���‘�“�b�;
	��•�òÇ	{�›
ùÇ

�b�;�‰�›�§÷�O� �� �� ��



21　広報西ノ島 8月号

お知らせ

ごみを出すときはルールを守って出しましょう！

Ｕ・Ｉターン者の新規就業にかかる費用を助成します！

Ｕ・Ｉターン者の増加と雇用者確保を図るため、町内に新規就業者として移住しよう
とする方の移住にかかる負担を軽減するために、就業支援補助金を交付します。

次のすべてに該当する方が支給対象となります。ただし、公務員及びその世帯員、西ノ島町及び他
団体から当該補助金に関する他の補助金の交付を受けている方は除きます。

① 町内に移住する者
② 西ノ島町内に事業所を有する法人において正規職員として従事する者
③ 事業所の転勤による転入及び季節労働、実習又は研修等により一時的に転入したものでない者
④ 転入後２ヶ月以内に就労し、かつ、３ヵ月以上継続して就労している者

交付対象者

交付内容

項　　目 助成対象経費等

１．引越し費用 荷造り及び運送に要した実費の半額を補助（上限 10 万円）

２．車両運送費用 自家用車のフェリー航送に要した実費を補助（上限 2 万円）

３．家電購入取付費用 町内の販売店で購入又は取付した実費の 1/5 を補助（上限 5 万円）

申請手続き
申請書及び就労証明書に必要事項をご記入のうえ、領収書を添付して観光定住課にて手続きして下
さい。各種必要書類は観光定住課にて受け取れます。

事業所の方へ
事業所の方は、正規雇用に伴い移住する方に制度の概要をお伝えいただき、領収書の保管を依頼し
て下さいますようご協力をお願いします。

お問い合わせ先：西ノ島町役場 観光定住課（電話：08514 - 6 - 1257）

Ｕ・Ｉターン者就業支援補助金

お問い合わせ先：ごみ焼却場「清美苑」（電話：08514 - 6 - 1338）
西ノ島町役場 環境整備課（電話：08514 - 6 - 1748）

最近、複数のごみステーションで、指定ごみ袋に入っていなかったり、収集日ではない日に出されたり、
きちんと分別されていないごみなどが度々見られるようになっています。このようなごみは、
収集せず、指定された方法で出しなおしていただくことになります。

収集できなかったごみがあると、不快に思われる方がいるだけでなく、鳥獣に荒らされたり、
夏場は特に悪臭の原因にもなったりするため、周辺住民の生活環境にも影響します。

ごみ出しの方法は、「ごみ分別ガイドブック」や「ごみ収集年間カレンダー」に記載
しております。ごみ出しの際には、ルールを守って行っていただきますよう、皆様のご
理解とご協力をお願いいたします。ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わ
せください。

西ノ島町
へ

移住をさ
れる方


